
榎地区まちづくり説明会

令和３年６月25日（金）
26日（土）

武蔵村山市 都市整備部 都市計画課



本日の内容

１．榎地区の位置づけ

２．これまでの取り組み

３．現状と課題の整理

４．まちづくりについて
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１．榎地区の位置づけ

（１）榎地区の位置

（２）まちづくりに関する上位計画

２



榎地区

村山工場跡地地区

都市核
（市の中心）

※榎地区とは、
榎一丁目の一部及び
榎二丁目の全域を指します。

榎地区
（約19ha）

都市核（市の中心）

（１）榎地区※の位置

１．榎地区の位置づけ

区画整理
事業地区
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２０４０年代の目指すべき東京の都市の姿と、その実現に向けた
都市づくりの基本的な方針と具体的な方策を示す行政計画

【多摩広域拠点域】…概ねJR武蔵野線から圏央道までの区域

東大和・武蔵村山・箱根ケ崎

新青梅街道の拡幅等により、交通ネットワークの強化が図られ、交
通利便性が向上するとともに、沿道において商業や業務などの立地が
進み、利便性の高い良好な住宅市街地が形成されている。

（２）まちづくりに関する上位計画

【都市づくりのグランドデザイン】平成29年9月（東京都）

１．榎地区の位置づけ
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１０年間の行政運営の目標と基本的な方針を策定したもの

【武蔵村山市第四次長期総合計画】平成２３年度～令和２年度

（２）まちづくりに関する上位計画

【武蔵村山市長期総合計画】

１．榎地区の位置づけ

５

項 目 内 容 具体施策

地区内幹線
道路の整備

都市核地区及び榎地区の幹線道路の整備
を推進し、広域的な道路ネットワークを
強化します。

榎地区まちづくり
検討

都市的土地
利用の推進

榎二丁目地区（跡地東側地区）について
も日産自動車工場跡地等と整合した計画
的なまちづくりの検討を進めます。

榎地区まちづくり
検討



（２）まちづくりに関する上位計画

【武蔵村山市長期総合計画】

１．榎地区の位置づけ

６

１０年間の行政運営の目標と基本的な方針を策定したもの

【武蔵村山市第五次長期総合計画】令和３年度～令和１２年度

項 目 内 容 具体施策

地区内幹線
道路の整備

都市核地区及び榎地区の幹線道路等の整
備を推進し、広域的な道路ネットワーク
を強化します。

榎地区まちづくり
の推進

都市的土地
利用の推進

榎地区（榎一丁目の一部及び榎二丁目）
についても村山工場跡地等の整備を考慮
した交通ネットワークの充実をはじめ計
画的なまちづくりを進めます。

榎地区まちづくり
の推進



【武蔵村山市まちづくり基本方針（改定）】平成25年10月

「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として、本市のまち
づくりの将来像を描いたもの

《低層住宅地区》
生産緑地地区と調和した、みど

り豊かでうるおいある良好な低層
住宅地としての土地利用を誘導

《沿道住宅地区》
住宅と店舗等が共存

する良好な土地利用を
誘導

《住工複合地区》
騒音対策の強化や景観の向上を図

るため、緩衝帯の役割を担う敷地内
緑化の促進により、周辺住宅に配慮
した工業地としての土地利用を誘導

（２）まちづくりに関する上位計画

まちづくり方針図（南東地域）

１．榎地区の位置づけ
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（２）まちづくりに関する上位計画

便利で快適なみち・あしづくり方針図

「まちの骨格となる道路づくり」

・都市の骨格となる幹線道路、地
域の骨格となる補助幹線道路に
ついては、環境対策に配慮しな
がら、関係機関と連携して体系
的な整備を進めます。

・日産自動車村山工場跡地及び周
辺地区の幹線道路の整備を推進
し、広域的な道路ネットワーク
を強化します。

・歩行者や自転車利用者にとって、
安全で快適な歩道の整備など、
機能の向上を検討します。

・自転車の安全で円滑な通行を確
保し、自転車を利用しやすい環
境を整えるための計画について
検討を進めます。

【武蔵村山市まちづくり基本方針（改定）】平成25年10月

１．榎地区の位置づけ
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２．これまでの取り組み

（１）アンケート調査概要

（２）アンケート調査結果

（３）前回（平成30年度）の説明会のまとめ

９



エリア別回収率

対 象 者：

調査方法：

調査期間：

質問内容：

回 収 率：

榎地区の土地所有者及び居住者

郵送による配布・回収

平成29年11月20日～12月4日

・回答者の年齢

・現在及び将来の土地利用

・土地の所有又は居住状況

・榎地区の問題点

・榎地区の将来像

・必要な施設及び取組

・まちづくりの進め方

・自由意見

29.4％（251／853件）

（１）アンケート調査概要

２．これまでの取り組み
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問題点 将来像 必要な施設 必要な取組

①通り抜け交通
①防災・防犯体制
の充実

①歩道・自転車道 ①防災対策

②排水施設 ②道路機能の充実 ②避難施設 ②防犯対策

③交通施設 ③住環境の整備 ③生活道路 ③福祉の充実

④防犯体制 ④福祉等の充実 ④公園・広場 ④景観整備

まちづくりの進め方は、

・行政が主体の施設整備（公園や道路など）

・まちづくりルールによる長期的なまちづくり

を希望する意見が多かった

赤字：道路機能（排水含む）の改善 青字：防災・防犯体制の充実

紫字：福祉の充実 黒字：その他

（２）アンケート調査結果

２．これまでの取り組み
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安全・安心な
交通ネットワーク

イメージ

（３）前回（平成30年度）の説明会のまとめ

・上位計画の位置付け及びアンケ

ート調査結果を踏まえ、東西方

向の安全・安心な交通ネットワ

ークの構築を軸にまちづくりを

検討していきます。

・具体的な実現手法は、引き続き、

地域の皆様のご意向を伺いなが

ら、ハード・ソフト両面から検

討していきます。

２．これまでの取り組み

１２



３．現状と課題の整理

（１）交通

（２）安全

（３）防災

（４）暮らし

１３



 市の南東地区は市内人口の約40%

 大型商業施設へは迂回が必要

迂回

大型
商業
施設

（１）交通

３．現状と課題の整理

病院

公園

１４
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大型
商業
施設

病院

公園

保育園

小中学校通学路

 現道が狭くて危険

 通過交通が多い

 通学路や保育園がある

 歩行者や自転車交通量が多い

（２）安全

３．現状と課題の整理

１５

第九小学校



16

新庁舎
（予定地）

病院

（３）防災

３．現状と課題の整理

消防署

１６

 救急医療施設へのアクセスが不便

 新庁舎移転後の災害対策本部と市

内のネットワーク形成が必要

緊急輸送道路（東京都指定）

市の緊急活動重要路線

避難所、 避難場所（市の地域防災計画）

プリンスの丘公園

第九小学校

福祉会館

防災食育センター
（防災拠点施設）

予定地

災害時緊急
ヘリポート

（東京経済大学）



まちの骨格となる道路

出典：「武蔵村山市まちづくり基本方針（改訂）」平成２５年１０月

（４）暮らし

将来都市構造図

３．現状と課題の整理
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４．まちづくりについて

（１）東西道路の計画

（２）道路の整備効果

（３）今後のまちづくり

（４）都市計画決定までのスケジュール（予定）

１８



車道 自転車 歩行者

車道 車道自
転
車
通
行
帯

自
転
車
通
行
帯

歩道等歩道等

計画道路の平面配置イメージ

道路断面の構成イメージ

榎地区の皆様の御意見と現状と課題をふまえ、計画道路を以下の
ように配置し、整備を進めることを検討しています。

（１）東西道路の計画

４．まちづくりについて
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１ 道路網の拡充によるアクセス強化

２ 避難所へのアクセス向上

３ 救急医療施設へのアクセス向上

４ 安全性の向上

５ 交通処理機能の確保

６ 地域のまちづくりとの協働 など

（２）道路の整備効果

都市計画として位置付けるべき道路に見合う
ことから、都市計画道路として定める

４．まちづくりについて
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東西方向を結ぶ交通ネットワークの形成を軸にまちづ

くりを進めるとともに、将来の沿道土地利用などを考え

ながら、榎地区のまちづくりのあり方を検討していきます。

（３）今後のまちづくり

今後も地区の皆様とともに榎地区の将来を見据え、より良いまちづ
くり像を共有しながら、継続的に検討を進めていきますのでご協力よ
ろしくお願いします。

４．まちづくりについて

２１
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6月25日26日 9月頃 11月頃

８月末頃 10月頃 11月頃

令和３年

現時点での想定スケジュールであり、
変更となる場合もあります。

第５号 第６号

都
市
計
画
審
議
会

榎
地
区
住
民
説
明
会

８月末頃

同時開催

（４）都市計画決定までのスケジュール（予定）

４．まちづくりについて

２２



本日は説明会にご参加いただき、
ありがとうございました。

お問合せ先

武蔵村山市 都市整備部 都市計画課

住 所：〒208-8501 武蔵村山市本町一丁目１番地の１

電 話：０４２－５６５－１１１１（内線２７２）

ＦＡＸ：０４２－５６６－４４９３


